
 議案第２８号 

   墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）に基づく子どものための教育・保育給付（法附則第６条第１項の規定に

よる委託費の支払を含む。）に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保

護者等が負担すべき費用について必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

 （利用者負担額） 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及び

第３０条第２項各号の規定により支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他

の事情を勘案して定める額（墨田区立幼稚園設置条例（昭和４３年墨田区条例第２

５号）に基づき設置された幼稚園における教育に係るものを除く。）は、次の各号

に掲げる教育・保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 私立幼稚園又は認定こども園において受ける特定教育・保育（教育に限る。）

又は特別利用教育 別表第１に定める額 

 ⑵ 法第２０条第３項の規定により認定された保育必要量（次号において「認定保

育必要量」という。）が１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間ま

でに限る。）の区分である支給認定子どもが受ける特定教育・保育（保育に限

る。）、特定地域型保育若しくは特定利用地域型保育又は１月当たり平均２７５

時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の利用に係る特定教育・保育（法



第２８条第１項第１号の規定により受けるもののうち、保育に限る。）、特別利

用保育、特定地域型保育（法第３０条第１項第１号の規定により受けるものに限

る。）若しくは特別利用地域型保育 別表第２に定める額 

 ⑶ 認定保育必要量が１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限

る。）の区分である支給認定子どもが受ける特定教育・保育（保育に限る。）、

特定地域型保育若しくは特定利用地域型保育又は１月当たり平均２００時間まで

（１日当たり８時間までに限る。）の利用に係る特定教育・保育（法第２８条第

１項第１号の規定により受けるもののうち、保育に限る。）、特別利用保育、特

定地域型保育（法第３０条第１項第１号の規定により受けるものに限る。）若し

くは特別利用地域型保育 別表第３に定める額 

 （保育料の徴収） 

第４条 区長は、墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）に基づき設置さ

れた保育所又は法附則第６条第１項に規定する特定保育所において特定教育・保育

（保育に限る。以下同じ。）又は特別利用保育を利用する保護者（特定保育所にお

ける利用にあっては、保護者又は扶養義務者。以下「保護者等」という。）から、

前条第２号又は第３号に掲げる利用者負担額（以下「保育料」という。）を徴収す

る。 

 （保育料の納付） 

第５条 保護者等は、区長が指定した納期限までに保育料を納付しなければならない。 

 （保育料の減免） 

第６条 区長は、特別の事情があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除する

ことができる。 

 （督促及び滞納処分） 

第７条 区長は、保護者等が保育料を納期限までに納付しないときは、期限を指定し

て督促するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべ

き金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 

 （委任） 



第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則（以下「規則」という。）

で定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年度から平成２９年度までの間における別表第２に規定する保育料の額

は、同表の規定にかかわらず、当該額を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該

各号に定める表に掲げる額に読み替えて適用する。 

 ⑴ 平成２７年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 １，２００円 １，２００円 １，２００円 

Ｃ   階   層 ３，１００円 ２，５００円 ２，５００円 

 第 １ 階 層 ３，４００円 ３，０００円 ３，０００円 

 第 ２ 階 層 ４，０００円 ３，７００円 ３，６００円 

 第 ３ 階 層 ７，９００円 ６，８００円 ６，８００円 

 第 ４ 階 層 ９，５００円 ８，５００円 ８，４００円 

 第 ５ 階 層 １０，６００円 １０，５００円 １０，４００円 

 第 ６ 階 層 １６，６００円 １２，１００円 １２，０００円 

 第 ７ 階 層 ２０，３００円 １３，９００円 １３，８００円 

 第 ８ 階 層 ２３，１００円 １５，９００円 １５，８００円 

 第 ９ 階 層 ２５，２００円 １７，４００円 １７，３００円 

 第１０階層 ２７，１００円 １８，６００円 １８，５００円 

 第１１階層 ２９，１００円 １９，８００円 １９，６００円 

Ｄ 階 層 第１２階層 ３１，６００円 ２１，９００円 

２０，４００円 
 第１３階層 ３３，４００円 ２３，１００円 

 第１４階層 ３４，９００円 ２４，０００円 

 第１５階層 ３６，６００円 ２５，０００円 

 第１６階層 ３８，９００円   

 第１７階層 ４０，４００円 
２５，８００円 ２１，２００円 

 第１８階層 ４１，７００円 



 第１９階層 ４３，２００円   

 第２０階層 ４７，４００円 

２６，６００円 ２２，０００円 
 第２１階層 ５２，９００円 

 第２２階層 ５７，７００円 

 第２３階層 ６１，５００円 
 

 ⑵ 平成２８年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２，１００円 ２，１００円 ２，１００円 

Ｃ   階   層 ３，３００円 ２，６００円 ２，６００円 

Ｄ 階 層 

第 １ 階 層 ３，６００円 ３，１００円 ３，１００円 

第 ２ 階 層 ４，２００円 ３，９００円 ３，８００円 

第 ３ 階 層 ８，４００円 ７，２００円 ７，２００円 

第 ４ 階 層 １０，１００円 ９，０００円 ８，９００円 

第 ５ 階 層 １１，３００円 １１，１００円 １１，０００円 

第 ６ 階 層 １７，６００円 １２，８００円 １２，７００円 

第 ７ 階 層 ２１，６００円 １４，８００円 １４，７００円 

第 ８ 階 層 ２４，６００円 １６，９００円 １６，８００円 

第 ９ 階 層 ２６，８００円 １８，５００円 １８，４００円 

第１０階層 ２８，８００円 １９，８００円 １９，７００円 

第１１階層 ３１，０００円 ２１，１００円 ２０，８００円 

第１２階層 ３３，６００円 ２３，３００円 

２１，７００円 
第１３階層 ３５，６００円 ２４，６００円 

第１４階層 ３７，２００円 ２５，５００円 

第１５階層 ３９，０００円 ２６，６００円 

第１６階層 ４１，４００円 

２７，５００円 ２２，５００円 
第１７階層 ４３，０００円 

第１８階層 ４４，４００円 

第１９階層 ４６，０００円 

第２０階層 ５０，５００円 

２８，３００円 ２３，４００円 
第２１階層 ５６，３００円 

第２２階層 ６１，５００円 

第２３階層 ６５，５００円 
 

 ⑶ 平成２９年度 



階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２，２００円 ２，２００円 ２，２００円 

Ｃ   階   層 ３，５００円 ２，８００円 ２，８００円 

Ｄ 階 層 

第 １ 階 層 ３，８００円 ３，３００円 ３，３００円 

第 ２ 階 層 ４，５００円 ４，１００円 ４，０００円 

第 ３ 階 層 ８，９００円 ７，７００円 ７，７００円 

第 ４ 階 層 １０，７００円 ９，６００円 ９，５００円 

第 ５ 階 層 １２，０００円 １１，８００円 １１，７００円 

第 ６ 階 層 １８，８００円 １３，７００円 １３，５００円 

第 ７ 階 層 ２３，０００円 １５，７００円 １５，６００円 

第 ８ 階 層 ２６，１００円 １８，０００円 １７，９００円 

第 ９ 階 層 ２８，５００円 １９，７００円 １９，６００円 

第１０階層 ３０，７００円 ２１，０００円 ２０，９００円 

第１１階層 ３２，９００円 ２２，４００円 ２２，２００円 

第１２階層 ３５，８００円 ２４，８００円 

２３，１００円 
第１３階層 ３７，８００円 ２６，１００円 

第１４階層 ３９，５００円 ２７，１００円 

第１５階層 ４１，４００円 ２８，３００円 

第１６階層 ４４，０００円 

２９，２００円 ２４，０００円 
第１７階層 ４５，７００円 

第１８階層 ４７，２００円 

第１９階層 ４８，９００円 

第２０階層 ５３，７００円 

３０，１００円 ２４，９００円 
第２１階層 ５９，９００円 

第２２階層 ６５，３００円 

第２３階層 ６９，６００円 

 

３ 平成２７年度における別表第３Ｂ階層の項に規定する保育料の額は、同表の規定

にかかわらず、同項中「２，０００円」とあるのは、「１，２００円」と読み替え

て適用する。 

 （墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の廃止） 



４ 墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例（平成９年墨田区条例第１５号）は、

廃止する。 



別表第１ 私立幼稚園・認定こども園教育標準時間利用者負担額 

階  層  区  分 
月   額 

３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ 階 層 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による被保護世帯及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）による

支援給付受給世帯 

０円 ０円 

Ｂ 階 層 
市町村民税非課税世帯及び均等割のみ課税

世帯（Ａ階層に該当する世帯を除く。） 
０円 ０円 

Ｃ 階 層 

市町村民税の所得

割の額が次の区分

に該当する世帯

（Ａ階層及びＢ階

層に該当する世帯

を除く。） 

７７，１００円以下 ６，６００円 ５，８００円 

Ｄ 階 層 
７７，１０１円以上 

２１１，２００円以下 
９，８００円 ９，７００円 

Ｅ 階 層 
２１１，２０１円以上 

２５６，３００円以下 
１１，５００円 １１，４００円 

Ｆ 階 層 ２５６，３０１円以上 １３，０００円 １２，９００円 

 備考 

  １ この表の適用に係る小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日におけ

る小学校就学前子どもの年齢によるものとする。 

  ２ この表において「市町村民税」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

   の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）をいい、

「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第２９２条第１項第１号及び

第２号に規定する均等割及び所得割（それぞれ同法の規定による特別区民税に

係るものを含む。）をいう。ただし、所得割の額の計算においては、規則で定

める法令の規定を適用しないで計算した額とする。 

  ３ 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができ

ない場合にあっては、Ｆ階層の区分に該当する世帯とみなしてこの表を適用す

る。 

  ４ ４月から８月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の



課税状況に基づき、９月から翌年３月までの月分の利用者負担額にあっては当

該年度分の市町村民税の課税状況に基づき算定するものとする。 

  ５ この表の規定にかかわらず、規則で定める支給認定子どもに係る利用者負担

額は、同表に掲げる額を限度として規則で定める額とする。 



別表第２ 標準時間保育に係る保育料 

階  層  区  分 
月    額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ 階 層 

生活保護法による被保護世帯及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する
法律による支援給付受給世帯 

0円 0円 0円 

Ｂ 階 層 
市町村民税非課税世帯（Ａ階層に該
当する世帯を除く。） 

2,400円 2,400円 2,400円 

Ｃ 階 層 
市町村民税均等割のみ課税世帯（Ａ
階層及びＤ階層に該当する世帯を除
く。） 

3,700円 3,000円 3,000円 

 第 １ 階 層  5,000円未満 4,000円 3,600円 3,600円 

 第 ２ 階 層  
5,000円以上 
10,000円未満 

4,800円 4,400円 4,300円 

 第 ３ 階 層  
10,000円以上 
23,200円未満 

9,400円 8,100円 8,100円 

 第 ４ 階 層  
23,200円以上 
36,400円未満 

11,400円 10,200円 10,000円 

 第 ５ 階 層  
36,400円以上 
48,600円未満 

12,700円 12,600円 12,400円 

 第 ６ 階 層  
48,600円以上 
72,800円未満 

19,900円 14,500円 14,400円 

 第 ７ 階 層  
72,800円以上 
97,000円未満 

24,300円 16,600円 16,500円 

 第 ８ 階 層  
97,000円以上 
115,000円未満 

27,700円 19,000円 18,900円 

 第 ９ 階 層  
115,000円以上 
133,000円未満 

30,200円 20,800円 20,700円 

 第１０階層  
133,000円以上 
151,000円未満 

32,500円 22,300円 22,200円 

Ｄ 
 
 
階 
 
 
層 

第１１階層 市町村民税の所得
割の額が次の区分
に該当する世帯
（Ａ階層からＣ階
層までに該当する
世帯を除く。） 

151,000円以上 
169,000円未満 

34,900円 23,700円 23,500円 

第１２階層 
169,000円以上 
185,500円未満 

37,900円 26,200円  

第１３階層 
185,500円以上 
202,000円未満 

40,000円 27,700円 

24,400円 

 第１４階層  
202,000円以上 
218,500円未満 

41,800円 28,800円 

 第１５階層  
218,500円以上 
235,000円未満 

43,900円 30,000円  
       



       

 第１６階層  
235,000円以上 
251,500円未満 

46,600円 

30,900円 25,400円 

 第１７階層  
251,500円以上 
268,000円未満 

48,400円 

 第１８階層  
268,000円以上 
284,500円未満 

50,000円 

 第１９階層  
284,500円以上 
301,000円未満 

51,800円 

 第２０階層  
301,000円以上 
349,000円未満 

56,800円 

31,900円 26,400円 

 第２１階層  
349,000円以上 
397,000円未満 

63,400円 

 第２２階層  
397,000円以上 
443,600円未満 

69,200円 

 第２３階層  443,600円以上 73,800円 

 

 備考 

  １ 別表第１備考の規定は、この表において準用する。この場合において、別表

第１備考３中「Ｆ階層」とあるのは、「Ｄ階層第２３階層」と読み替えるもの

とする。 

  ２ この表の規定にかかわらず、世帯の階層区分がＢ階層に該当する規則で定め

る世帯については、保育料の月額を無料とする。 



別表第３ 短時間保育に係る保育料 

階  層  区  分 
月    額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ 階 層 

生活保護法による被保護世帯及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する
法律による支援給付受給世帯 

0円 0円 0円 

Ｂ 階 層 
市町村民税非課税世帯（Ａ階層に該
当する世帯を除く。） 

2,000円 2,000円 2,000円 

Ｃ 階 層 
市町村民税均等割のみ課税世帯（Ａ
階層及びＤ階層に該当する世帯を除
く。） 

3,100円 2,500円 2,500円 

 第 １ 階 層  5,000円未満 3,400円 3,000円 3,000円 

 第 ２ 階 層  
5,000円以上 
10,000円未満 

4,000円 3,700円 3,600円 

 第 ３ 階 層  
10,000円以上 
23,200円未満 

7,900円 6,800円 6,800円 

 第 ４ 階 層  
23,200円以上 
36,400円未満 

9,500円 8,500円 8,400円 

 第 ５ 階 層  
36,400円以上 
48,600円未満 

10,600円 10,500円 10,400円 

 第 ６ 階 層  
48,600円以上 
72,800円未満 

16,600円 12,100円 12,000円 

 第 ７ 階 層  
72,800円以上 
97,000円未満 

20,300円 13,900円 13,800円 

 第 ８ 階 層  
97,000円以上 
115,000円未満 

23,100円 15,900円 15,800円 

 第 ９ 階 層  
115,000円以上 
133,000円未満 

25,200円 17,400円 17,300円 

 第１０階層  
133,000円以上 
151,000円未満 

27,100円 18,600円 18,500円 

Ｄ 
 
 
階 
 
 
層 

第１１階層 市町村民税の所得
割の額が次の区分
に該当する世帯
（Ａ階層からＣ階
層までに該当する
世帯を除く。） 

151,000円以上 
169,000円未満 

29,100円 19,800円 19,600円 

第１２階層 
169,000円以上 
185,500円未満 

31,600円 21,900円  

第１３階層 
185,500円以上 
202,000円未満 

33,400円 23,100円 

20,400円 

 第１４階層  
202,000円以上 
218,500円未満 

34,900円 24,000円 

 第１５階層  
218,500円以上 
235,000円未満 

36,600円 25,000円  
       



       

 第１６階層  
235,000円以上 
251,500円未満 

38,900円 

25,800円 21,200円 

 第１７階層  
251,500円以上 
268,000円未満 

40,400円 

 第１８階層  
268,000円以上 
284,500円未満 

41,700円 

 第１９階層  
284,500円以上 
301,000円未満 

43,200円 

 第２０階層  
301,000円以上 
349,000円未満 

47,400円 

26,600円 22,000円 

 第２１階層  
349,000円以上 
397,000円未満 

52,900円 

 第２２階層  
397,000円以上 
443,600円未満 

57,700円 

 第２３階層  443,600円以上 61,500円 

 

 備考 別表第２備考の規定は、この表において準用する。 

 

（提案理由） 

 子ども・子育て支援法の制定により保育所等の利用について施設型給付制度が創設

されること等に伴い、保育所等の利用者負担額を定める必要がある。 


